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(54)【発明の名称】 内視鏡用可撓管

(57)【要約】
【課題】先端側の部位の重さを軽くすることにより、操
作部付近の部位Ａにかかる負担の軽減を図り、操作部付
近の部位Ａの劣化や破損を防止し得る内視鏡用可撓管を
提供すること。
【解決手段】挿入部可撓管１０は、芯材２と、芯材２の
外周を被覆する外皮３とで構成されている。外皮３は、
内層３１と、外層３２とを有する積層体で構成されてい
る。外層３２は、基端１１側に位置する第１の領域３２
ａと、先端１２側に位置する第２の領域３２ｂとを有し
ている。第１の領域３２ａと第２の領域３２ｂとの間に
は、境界部３４が形成されている。第２の領域３２ｂ
は、第１の領域３２ａより比重の小さい材料で構成され
ている。これにより、挿入部可撓管１０は、その長手方
向中央より先端１２側の部位の重さが、その長手方向中
央より基端１１側の部位の重さより軽くなっている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  中空部を有する芯材と、該芯材の外周に
被覆された外皮とを有する内視鏡用可撓管であって、
その長手方向中央より先端側の部位の重さがその長手方
向中央より基端側の部位の重さよりも軽くなるよう構成
されていることを特徴とする内視鏡用可撓管。
【請求項２】  前記内視鏡用可撓管を、長手方向に沿っ
て、互いに長さの等しいｎ（ｎは、３～１０のうちのい
ずれかの自然数）個の部位にｎ等分したとき、それらの
各部位の重さが基端側の部位から先端側の部位まで順に
軽くなるよう構成されている請求項１に記載の内視鏡用
可撓管。
【請求項３】  中空部を有する芯材と、該芯材の外周に
被覆された外皮とを有する内視鏡用可撓管であって、
該内視鏡用可撓管の一定長さ当たりの重さがその基端か
らその先端に向かって減少するよう構成されていること
を特徴とする内視鏡用可撓管。
【請求項４】  前記外皮の重さの長手方向に沿った変化
が前記内視鏡用可撓管の長手方向に沿った重さの変化に
寄与している請求項１ないし３のいずれかに記載の内視
鏡用可撓管。
【請求項５】  前記外皮は、単層または複層積層構造で
ある請求項１ないし４のいずれかに記載の内視鏡用可撓
管。
【請求項６】  前記外皮を構成する層のうちの少なくと
も１層の厚さおよび／または構成材料を長手方向に沿っ
て変えることにより、前記外皮の一定長さ当たりの重さ
を長手方向に沿って変化させたものである請求項５に記
載の内視鏡用可撓管。
【請求項７】  前記外皮を構成する層のうちの少なくと
も１層が長手方向に沿って複数の領域を有し、
前記各領域を構成する材料の比重が基端側の領域から先
端側の領域まで順に小さくなるよう構成されている請求
項５または６に記載の内視鏡用可撓管。
【請求項８】  前記外皮の厚さが長手方向に沿ってほぼ
一定である請求項１ないし７のいずれかに記載の内視鏡
用可撓管。
【請求項９】  前記芯材は、帯状材を螺旋状に巻回して
形成された螺旋管と、
該螺旋管の外周に被覆され、細線を編組して形成された
編組体とを有する請求項１ないし８のいずれかに記載の
内視鏡用可撓管。
【請求項１０】  前記外皮は、ポリウレタン系エラスト
マー、ポリエステル系エラストマー、ポリオレフィン系
エラストマー、ポリスチレン系エラストマー、ポリアミ
ド系エラストマー、フッ素系エラストマーおよびフッ素
ゴムよりなる群から選択される少なくとも１種を含む材
料で構成されている部分を有するものである請求項１な
いし９のいずれかに記載の内視鏡用可撓管。
【請求項１１】  前記外皮は、押し出し成形により前記
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芯材の外周に被覆されたものである請求項１ないし１０
のいずれかに記載の内視鏡用可撓管。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、内視鏡用可撓管に
関する。
【０００２】
【従来の技術】病気の検査、治療等の医療行為におい
て、医療用内視鏡が用いられている。図８は、従来の医
療用内視鏡の一例を示す図、図９は、図８に示す内視鏡
の挿入部の最先端部を拡大して示す斜視図である。
【０００３】図８に示す内視鏡５０は、体腔内に挿入す
る長尺の挿入部５を有している。挿入部５は、管状をな
し、その内部（中空部）には、例えば、光ファイバー、
電線ケーブル、ケーブル、またはチューブ類等が配置、
挿通されている。
【０００４】挿入部５の先端付近（湾曲部５２と最先端
部５３）を除いた部分は、可撓性（弾力性）を有する挿
入部可撓管（内視鏡用可撓管）５１で構成されている。
挿入部可撓管５１は、通常、螺旋管の外周を網状管で被
覆した中空部を有する芯材に、合成樹脂や合成ゴム等で
構成された外皮が被覆された構成となっている。
【０００５】挿入部可撓管５１の先端５１ｂには、湾曲
部５２が接続されている。湾曲部５２は、挿入部５の内
部に配設されたワイヤを介して湾曲方向を自由に遠隔操
作することができるようになっている。また、湾曲部５
２の先端には、最先端部５３が設けられている。
【０００６】挿入部可撓管５１の基端５１ａは、操作部
４１に接続されている。操作部４１は、湾曲部５２の湾
曲方向を操作する操作ノブ４２等の操作系が設けられた
部分であり、術者が把持して内視鏡５０全体を操作する
ことができるようになっている。
【０００７】しかしながら、挿入部５を支えずに、操作
部４１を把持して内視鏡５０を持ち上げた場合には、挿
入部５がその重みによって下方に大きく垂れ下がってし
まう。図８は、このような状態を示している。挿入部５
は、例えば、胃、十二指腸、小腸あるいは大腸といった
体腔の深部まで到達することができるよう長尺のものと
なっているため、このような状態では、挿入部可撓管５
１の操作部４１付近の部位Ａは、大きな負担（曲げモー
メント）を受けることとなる。
【０００８】さらに、図９に示すように、挿入部５は、
その最先端部５３に観察光学系や照明光学系の先端構成
部（対物レンズ４６、ライトガイド先端部４７）や、鉗
子チャンネル４８、送気・送水口４９が設けられている
ことにより、最先端部５３が重いため、挿入部可撓管５
１の操作部付近の部位Ａにかかる負担がより大きくなっ
ている。
【０００９】このように、挿入部可撓管５１は、その操
作部付近の部位Ａが大きな負担（曲げモーメント）を繰
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り返し受けるため、その部分において、内部の芯材が塑
性変形したり、外皮が剥離するなどして、劣化や破損が
生じ易いという問題がある。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、先端
側の部位の重さを軽くすることにより、操作部付近の部
位Ａにかかる負担の軽減を図り、操作部付近の部位Ａの
劣化や破損を防止し得る内視鏡用可撓管を提供すること
にある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】このような目的は、下記
（１）～（１１）の本発明により達成される。
【００１２】（１）  中空部を有する芯材と、該芯材の
外周に被覆された外皮とを有する内視鏡用可撓管であっ
て、その長手方向中央より先端側の部位の重さがその長
手方向中央より基端側の部位の重さよりも軽くなるよう
構成されていることを特徴とする内視鏡用可撓管。
【００１３】これにより、操作部付近の部位Ａにかかる
負担が軽減され、操作部付近の部位Ａの劣化や破損を防
止し得る内視鏡用可撓管を提供することができる。
【００１４】（２）  前記内視鏡用可撓管を、長手方向
に沿って、互いに長さの等しいｎ（ｎは、３～１０のう
ちのいずれかの自然数）個の部位にｎ等分したとき、そ
れらの各部位の重さが基端側の部位から先端側の部位ま
で順に軽くなるよう構成されている上記（１）に記載の
内視鏡用可撓管。
【００１５】これにより、操作部付近の部位Ａの劣化や
破損をより効果的に防止することができる。
【００１６】（３）  中空部を有する芯材と、該芯材の
外周に被覆された外皮とを有する内視鏡用可撓管であっ
て、該内視鏡用可撓管の一定長さ当たりの重さがその基
端からその先端に向かって減少するよう構成されている
ことを特徴とする内視鏡用可撓管。
【００１７】これにより、操作部付近の部位Ａにかかる
負担が軽減され、操作部付近の部位Ａの劣化や破損を防
止し得る内視鏡用可撓管を提供することができる。
【００１８】（４）  前記外皮の重さの長手方向に沿っ
た変化が前記内視鏡用可撓管の長手方向に沿った重さの
変化に寄与している上記（１）ないし（３）のいずれか
に記載の内視鏡用可撓管。
【００１９】これにより、操作部付近の部位Ａの劣化や
破損を防止し得る内視鏡用可撓管を、容易に製造可能な
簡単な構造によって実現することができる。
【００２０】（５）  前記外皮は、単層または複層積層
構造である上記（１）ないし（４）のいずれかに記載の
内視鏡用可撓管。これにより、内視鏡用可撓管に各種の
優れた特性を付与することができる。
【００２１】（６）  前記外皮を構成する層のうちの少
なくとも１層の厚さおよび／または構成材料を長手方向
に沿って変えることにより、前記外皮の一定長さ当たり
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の重さを長手方向に沿って変化させたものである上記
（５）に記載の内視鏡用可撓管。
【００２２】これにより、操作部付近の部位Ａの劣化や
破損を防止し得る内視鏡用可撓管を、容易に製造可能な
簡単な構造によって実現することができる。
【００２３】（７）  前記外皮を構成する層のうちの少
なくとも１層が長手方向に沿って複数の領域を有し、前
記各領域を構成する材料の比重が基端側の領域から先端
側の領域まで順に小さくなるよう構成されている上記
（５）または（６）に記載の内視鏡用可撓管。
【００２４】これにより、操作部付近の部位Ａの劣化や
破損を防止し得る内視鏡用可撓管を、容易に製造可能な
簡単な構造によって実現することができる。
【００２５】（８）  前記外皮の厚さが長手方向に沿っ
てほぼ一定である上記（１）ないし（７）のいずれかに
記載の内視鏡用可撓管。これにより、挿入の操作性が向
上する。
【００２６】（９）  前記芯材は、帯状材を螺旋状に巻
回して形成された螺旋管と、該螺旋管の外周に被覆さ
れ、細線を編組して形成された編組体とを有する上記
（１）ないし（８）のいずれかに記載の内視鏡用可撓
管。これにより、十分な機械的強度を確保することがで
きる。
【００２７】（１０）  前記外皮は、ポリウレタン系エ
ラストマー、ポリエステル系エラストマー、ポリオレフ
ィン系エラストマー、ポリスチレン系エラストマー、ポ
リアミド系エラストマー、フッ素系エラストマーおよび
フッ素ゴムよりなる群から選択される少なくとも１種を
含む材料で構成されている部分を有するものである上記
（１）ないし（９）のいずれかに記載の内視鏡用可撓
管。これにより、内視鏡用可撓管に求められる各種の特
性がより向上する。
【００２８】（１１）  前記外皮は、押し出し成形によ
り前記芯材の外周に被覆されたものである上記（１）な
いし（１０）のいずれかに記載の内視鏡用可撓管。これ
により、内視鏡用可撓管を生産性良く、好適に製造する
ことができる。
【００２９】
【発明の実施の形態】以下、本発明の内視鏡用可撓管を
添付図面に示す好適な実施形態に基づいて詳細に説明す
る。
【００３０】図１は、本発明の内視鏡用可撓管を適用し
た挿入部可撓管を有する内視鏡（電子内視鏡）を示す全
体図である。以下、図１中の右側を「先端」、左側を
「基端」として説明する。
【００３１】図１に示す内視鏡４は、体腔に挿入する挿
入部５と、挿入部５の基端部に設けられ、術者が把持し
て内視鏡４全体を操作する操作部４１と、操作部４１に
接続された接続部可撓管４４とを有している。
【００３２】挿入部５の先端付近の部分（湾曲部５２と
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最先端部５３）を除いた部分は、可撓性（弾力性）を有
する挿入部可撓管（内視鏡用可撓管）１０で構成されて
いる。挿入部可撓管１０は、後に詳述するように、螺旋
管２１の外周を網状管（編組体）２２で被覆した中空部
２４を有する芯材に、外皮３が被覆された構成となって
いる。
【００３３】挿入部可撓管１０の基端１１は、操作部４
１に接続されている。挿入部可撓管１０と操作部４１と
の接続部には、その外周を覆うように折れ止め部材４３
が設けられている。
【００３４】挿入部可撓管１０の先端１２には、湾曲部
５２が接続されている。湾曲部５２は、操作部４１に設
置された操作ノブ４２を操作することにより、挿入部可
撓管１０内に配設されたワイヤー（図示せず）が牽引さ
れて、４方向に湾曲する。これにより、湾曲部５２は、
その湾曲方向を操作部４１から自由に遠隔操作すること
ができる。
【００３５】湾曲部５２の先端には、最先端部５３が設
けられている。最先端部５３には、対物レンズ４６と、
ライトガイド先端部４７と、鉗子チャンネル４８と、送
気・送水口４９とが設けられている。
【００３６】接続部可撓管４４の一端は、操作部４１に
接続されており、他端は、光源を内蔵した内視鏡プロセ
ッサ（図示せず）に接続されている。その光源装置から
発せられた光は、接続部可撓管４４内、操作部４１内、
挿入部可撓管１０内および湾曲部５２内に連続して配設
された光ファイバー束によるライトガイド（図示せず）
を通り、最先端部５３より観察部位に照射され、照明す
る。
【００３７】前記照明光により照明された観察部位から
の反射光（被写体像）は、最先端部５３に設けられた対
物レンズ４６を通り、最先端部５３内に配設された撮像
素子（図示せず）で撮像され、電気信号に変換される。
前記被写体像の電気信号は挿入部可撓管１０、操作部４
１、接続部可撓管４４内に連続して配設された伝送ケー
ブルによって、接続部可撓管４４の先に設けられた内視
鏡コネクタ部（図示せず）に導かれる。
【００３８】前記内視鏡コネクタ部は前記内視鏡プロセ
ッサに接続されており、前記被写体像の電気信号は前記
内視鏡プロセッサによって画像信号処理が行われてビデ
オ信号出力され、前記内視鏡プロセッサに接続された画
像モニターによって観察される。
【００３９】以上、内視鏡４の構成について説明した
が、本発明の内視鏡用可撓管は、電子内視鏡に限らず、
ファイバースコープの内視鏡用可撓管にも適用すること
ができることは、言うまでもない。
【００４０】図２は、本発明の内視鏡用可撓管を適用し
た挿入部可撓管の第１実施形態を示す縦断面図、図３
は、図２中のＢ部を拡大して示す半縦断面図、図４は、
操作部４１を把持して内視鏡４を持ち上げた状態を示す
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図である。図２および図３中、左側が基端１１側（手元
側）、右側が先端１２側である。なお、図２は、模式的
に表した図であり、各部を簡略化して図示しているほ
か、長手方向を短縮して表している。
【００４１】図２および図３に示す挿入部可撓管１０
は、中空部２４を有する芯材２と、その外周を被覆する
外皮３とを有している。中空部２４には、例えば、光フ
ァイバ、電線ケーブル、ケーブルまたはチューブ類等の
内蔵物（図中省略）を配置、挿通することができる。
【００４２】芯材２は、螺旋管２１と、螺旋管２１の外
周を被覆する網状管（編組体）２２とで構成された長尺
物である。この芯材２は、挿入部可撓管１０を補強する
効果を有する。特に、螺旋管２１と網状管２２を組合わ
せたことにより、挿入部可撓管１０は、十分な機械的強
度を確保することができる。また、図示を省略するが、
芯材２は、螺旋管２１を２重、あるいは３重に設けるこ
とにより、さらに高い機械的強度が得られる。
【００４３】螺旋管２１は、帯状材を均一な径で螺旋状
に間隔２５をあけて巻いて形成されたものである。帯状
材を構成する材料としては、例えば、ステンレス鋼、銅
合金等が好ましく用いられる。
【００４４】網状管２２は、金属製または非金属性の細
線２３を複数並べたものを編組して形成されている。細
線２３を構成する材料としては、例えば、ステンレス
鋼、銅合金等が好ましく用いられる。また、網状管２２
を形成する細線２３のうち少なくとも１本に合成樹脂の
被覆（図示せず）が施されていてもよい。
【００４５】網状管２２の外周には、編組された細線２
３の編み目により隙間２６が形成されている。この隙間
２６は、螺旋管２１の外周と重なる位置では凹部とな
り、螺旋管２１の間隔２５と重なる位置では中空部２４
に連通する孔となって、芯材２の外周に多数の孔および
凹部を形成している。
【００４６】芯材２の外周には、外皮３が被覆されてい
る。外皮３は、内層３１と、外層３２とを有する積層体
で構成された複層積層構造となっている。
【００４７】外皮３の内層３１と外層３２とは、互いに
物理的特性または化学的特性（以下、これらを総称して
「物性」と言う。）が異なる材料で構成されたものであ
るのが好ましい。物理的特性としては、例えば、剛性
（柔軟性）、硬度、伸び率、引張り強さ、せん断強さ、
曲げ弾性率、曲げ強さ等が挙げられ、化学的特性として
は、例えば、耐薬品性、耐候性等が挙げられる。なお、
これらは一例であり、これらに限定されるものではな
い。
【００４８】内層３１は、外皮３の中で最も内周側に形
成されており、芯材２と密着している。内層３１は、そ
の全長に渡って物性がほぼ均質になっている。
【００４９】内層３１の厚さは、長手方向に沿って、ほ
ぼ一定になっている。内層３１の平均厚さ（突出部３６
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7
の部分を除く。）は、特に限定されないが、通常は、
０．０５～０．８ｍｍであるのが好ましく、０．０５～
０．４ｍｍであるのがより好ましい。
【００５０】内層３１の内周面には、内周側に向かって
突出する多数の突出部（アンカー）３６が内層３１から
連続して形成されている。各突出部３６は、芯材２の外
周に形成された多数の孔および凹部内にそれぞれ進入し
ている。前記凹部内に進入した突出部３６の先端は、螺
旋管２１の外周に達するまで形成されている。前記孔内
に進入した突出部３６は、より長く形成され、その先端
が螺旋管２１の間隔２５に入り込んでいる。
【００５１】内層３１は、突出部３６の大きさ（長
さ）、形状、個数等がそれぞれ適度なものとなるように
制御して突出部３６を形成することができるような材料
で構成されているのが好ましい。
【００５２】突出部３６が前述のように形成されている
ことにより、突出部３６が芯材２の外周に形成された多
数の孔および凹部に係合するので、アンカー効果が生
じ、芯材２に対し外皮３が確実に固定される。これによ
り、外皮３と網状管２２との結合力が強いので、繰り返
し使用しても外皮３が網状管２２から剥離しにくい。
【００５３】網状管２２を形成する細線２３のうちの少
なくとも１本に合成樹脂の被覆が施されている場合に
は、この被覆された樹脂（被覆層）の少なくとも一部
は、溶融して内層３１に結合（溶着）している。
【００５４】内層３１の構成材料を、細線２３に被覆さ
れた合成樹脂との相溶性に優れた材料を含むものとする
ことにより、細線２３の被覆層が内層３１に十分に結合
する。
【００５５】このように、細線２３の被覆層が内層３１
に結合している構成とした場合には、外皮３と芯材２と
の密着性がより高く、また、外皮３と芯材２との結合力
がより強いので、前述の突出部３６による効果と合わせ
て、挿入部可撓管１０は、耐久性がより優れる。
【００５６】内層３１の構成材料は、特に限定されない
が、例えば、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロ
ピレン、エチレン－酢酸ビニル共重合体等のポリオレフ
ィン、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ）、ポリブチレンテレフタレート等のポリエステル、
ポリウレタン、ポリスチレン樹脂、ポリテトラフルオロ
エチレン、エチレン－テトラフルオロエチレン共重合体
等のフッ素系樹脂、ポリイミド等の各種可撓性を有する
樹脂や、ポリウレタン系エラストマー、ポリエステル系
エラストマー、ポリオレフィン系エラストマー、ポリア
ミド系エラストマー、ポリスチレン系エラストマー、フ
ッ素系エラストマー、シリコーンゴム、フッ素ゴム、ラ
テックスゴム等の各種エラストマーのうちの、１種また
は２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００５７】この中でも、特に、ポリウレタン系エラス
トマー、ポリオレフィン系エラストマー、ポリエステル
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系エラストマーは、突出部３６の形成を制御し易いた
め、好ましい。
【００５８】外層３２は、外皮３の中で最も外周側に形
成されている。外層３２の厚さは、長手方向に沿って、
ほぼ一定になっている。また、外層３２の平均厚さは、
特に限定されないが、通常は、０．０５～０．８ｍｍで
あるのが好ましく、０．０５～０．４ｍｍであるのがよ
り好ましい。
【００５９】外層３２は、基端１１側の第１の領域３２
ａと、先端１２側の第２の領域３２ｂとを有している。
外層３２の第１の領域３２ａは、基端１１から長手方向
中央まで形成されており、第２の領域３２ｂは、長手方
向中央から先端１２まで形成されている。すなわち、第
１の領域３２ａと、第２の領域３２ｂとの長さは、とも
に挿入部可撓管１０の全長Ｌのほぼ２分の１（Ｌ／２）
になっている。
【００６０】外層３２の第１の領域３２ａと第２の領域
３２ｂとの間には、境界部３４が形成されている。
【００６１】このような境界部３４は、特に、第１の領
域３２ａの構成材料と第２の領域３２ｂの構成材料とを
混合することにより形成することができる。そして、そ
の混合比を長手方向に沿って徐々に変えていくこと（傾
斜材料）により得られる。
【００６２】また、境界部３４は、第１の領域３２ａと
同材料で構成され、先端１２に向かって厚さが漸減する
部分と、第２の領域３２ｂと同材料で構成され、先端１
２に向かって厚さが漸増する部分とを重ねて形成するこ
ともできる（複合材料）。
【００６３】なお、このような境界部３４を形成せず、
第１の領域３２ａと第２の領域３２ｂとが直接に隣り合
っていてもよい。
【００６４】外層３２の第２の領域３２ｂは、第１の領
域３２ａを構成する材料より比重の小さい材料で構成さ
れている。この比重の違いにより、外皮３は、長手方向
中央より先端１２側の部位（第２の領域３２ｂの形成部
分）が、長手方向中央より基端１１側の部位（第１の領
域３２ａの形成部分）よりも軽くなっている。このよう
な外皮３の長手方向に沿った重さの変化により、挿入部
可撓管１０は、その長手方向中央より先端１２側の部位
の重さがその長手方向中央より基端１１側の部位の重さ
よりも軽くなっている。
【００６５】また、挿入部可撓管１０を長手方向に沿っ
て３等分して、長さＬ／３の３つの部位に分け、基端１
１側の部位から、それぞれ、第１の部位１３、第２の部
位１４、第３の部位１５としたとき、これらの各部位
は、基端１１側の第１の部位１３から先端１２側の第３
の部位１５まで、順にその重さが軽くなっている。
【００６６】より詳しく言うと、第１の部位１３では、
外皮３の外層３２の全部が第１の領域３２ａで構成され
ているのに対し、第２の部位１４は、外層３２の一部
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（半分）が比重の小さい第２の領域３２ｂで構成されて
いるため、第１の部位１３よりも軽い。また、第３の部
位１５は、外層３２の全部が比重の小さい第２の領域３
２ｂで構成されているため、第２の部位１４より軽い。
【００６７】このように、挿入部可撓管１０は、基端１
１側の部位よりも先端１２側の部位の重さが軽くなって
いるので、操作部４１を把持して内視鏡４を持ち上げた
とき、操作部付近の部位Ａにかかる力（曲げモーメン
ト）が大幅に軽減される。これにより、図４に示すよう
に、従来の内視鏡の場合（二点鎖線で示す部分）より、
挿入部５の垂れ下がりの度合いが小さくなる。
【００６８】したがって、挿入部可撓管１０の操作部付
近の部位Ａにかかる負担が小さくなり、繰り返し使用し
た場合でも、芯材２の塑性変形や外皮３の剥離等による
挿入部可撓管１０の劣化や破損を防止することができ
る。また、光ファイバー、ケーブル、電線ケーブル、チ
ューブ類等の内蔵物をより確実に保護することができ
る。
【００６９】なお、本発明では、内視鏡用可撓管の、あ
る一定の長さ当たりの重さが基端１１から先端１２に向
かって減少するよう構成されていればよい。この一定長
さとしては、例えば、１０ｃｍとしてもよく、挿入部可
撓管１０の全長Ｌに対して、Ｌ／ｍ（ｍは、２以上のい
ずれかの自然数）としてもよい。
【００７０】外層３２の第２の領域３２ｂは、第１の領
域３２ａに対し、組成の異なる材料で構成することによ
ってその比重を小さくしてもよいし、同じ組成の材料で
構成し、空孔率の違いによってその比重を小さくしても
よい。
【００７１】外層３２は、各領域ともに、耐薬品性を備
えた材料で構成されているのが好ましい。これにより、
繰り返し洗浄および消毒を行っても外皮３の劣化が少な
く、外皮３が硬化して可撓性が低下したり、亀裂等が生
じて外皮３が網状管２２から剥離したりしにくい。
【００７２】また、外層３２は、その硬度が比較的高く
設定されている。これにより、繰り返し使用しても外皮
３の表面に傷が付きにくく、亀裂等の原因になりにく
い。
【００７３】外層３２の構成材料は、特に限定されない
が、例えば、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロ
ピレン、エチレン－酢酸ビニル共重合体等のポリオレフ
ィン、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ）、ポリブチレンテレフタレート等のポリエステル、
ポリウレタン、ポリスチレン樹脂、ポリテトラフルオロ
エチレン、エチレン－テトラフルオロエチレン共重合体
等のフッ素系樹脂、ポリイミド等の各種可撓性を有する
樹脂や、ポリウレタン系エラストマー、ポリエステル系
エラストマー、ポリオレフィン系エラストマー、ポリア
ミド系エラストマー、ポリスチレン系エラストマー、フ
ッ素系エラストマー、シリコーンゴム、フッ素ゴム、ラ
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テックスゴム等の各種エラストマーのうちの、１種また
は２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００７４】この中でも、特に、エチレン－酢酸ビニル
共重合体等のポリオレフィン、ポリテトラフルオロエチ
レン、エチレン－テトラフルオロエチレン共重合体等の
フッ素系樹脂、ポリエステル系エラストマー、ポリオレ
フィン系エラストマー、フッ素系エラストマー、シリコ
ーンゴム、フッ素ゴムは、耐薬品性に優れるため、好ま
しい。
【００７５】外皮３の全体の平均厚さ（突出部３６の部
分を除く。）は、長手方向に沿ってほぼ一定であるのが
好ましい。これにより、挿入部可撓管１０の外径を長手
方向に沿ってほぼ一定にすることができ、体腔に挿入す
る際の操作性が向上し、患者の負担も軽減される。
【００７６】外皮３の全体の平均厚さ（突出部３６の部
分を除く。）は、芯材２およびその内部に挿通される器
具等を体液等の液体から保護することができ、かつ、挿
入部可撓管１０の可撓性を妨げなければ、特に限定され
ず、通常は、０．１５～０．９ｍｍであるのが好まし
く、０．３～０．８ｍｍであるのがより好ましい。
【００７７】以上説明したような挿入部可撓管１０の製
造方法は、特に限定されないが、外皮３を芯材２に押し
出し成形によって被覆することにより、連続的に製造す
ることができる。
【００７８】図５は、芯材２に押し出し成形によって外
皮３を被覆する工程を示す図である。以下、この図を参
照して、挿入部可撓管１０の製造方法の一例について説
明する。
【００７９】芯材２（螺旋管２１および網状管２２）
は、その中空部２４に芯金６０を挿通した状態で、図示
しない移送手段により、長手方向に移送され、押し出し
成形機６に入る。
【００８０】押し出し成形機６の内部には、内層外皮材
料通路６１と、外層外皮材料通路６２が形成されてい
る。内層外皮材料通路６１および外層外皮材料通路６２
には、それぞれ、加熱・溶融された外皮材料が送り込ま
れる。
【００８１】内層外皮材料通路６１には、内層外皮材料
７１が送り込まれる。一方、外層外皮材料通路６２に
は、第１の外層外皮材料７２ａと第２の外層外皮材料７
２ｂとをバルブ６３の切り替えにより選択して送り込む
ことができるようになっている。このバルブ６３の切り
替えにより、第１の領域３２ａと、第２の領域３２ｂを
所望の範囲に配設した外層３２を形成することができ
る。
【００８２】例えば、第２の外層外皮材料７２ｂを第１
の外層外皮材料７２ａより比重の小さいものとしてお
く。そして、初めは、バルブ６３を第２の外層外皮材料
７２ｂを送り込む状態としておき、芯材２の長手方向中
央（またはその直前）まで外皮３を被覆した時点で、バ
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ルブ６３を切り替え、第１の外層外皮材料７２ａを送り
込む状態とする。これにより、図２に示すような挿入部
可撓管１０が得られる。
【００８３】押し出し成形時の材料温度としては、特に
限定されないが、例えば、１３０～２２０℃程度である
のが好ましく、１６５～２０５℃程度であるのがより好
ましい。押し出し成形時の材料温度が、かかる温度範囲
の場合、材料は、外皮３への成形加工性に優れる。この
ため、外皮３の厚さは、その均一度が向上する。
【００８４】送り込まれた外皮材料は、押し出し口から
押し出され、長手方向に移動する芯材２の外周に順次被
覆される。これにより、内層３１と外層３２とで構成さ
れる外皮３が芯材２に被覆される。押し出し成形機６を
出た挿入部可撓管１０は、続いて、冷却器７０に入る。
冷却器７０では、水冷または空冷により外皮３が冷却さ
れ、芯材２に定着する。冷却を終えた後、芯金６０を抜
き取って、挿入部可撓管１０が完成する。
【００８５】このように、複数の押し出し口を備えた押
し出し成形機によれば複数の層を同時に押し出し、その
積層体を芯材２に被覆することができる。また、各押し
出し口からの各層の構成材料の供給量（単位時間当たり
の供給量）や芯材２の移動速度を調整することにより、
各層の厚さを調節することができる。
【００８６】挿入部可撓管１０は、上述したような方法
に限らず、例えば、外皮３を予めチューブ状に形成した
後、芯材２に被せ、接着剤や加熱等の方法により密着固
定する方法等により製造してもよい。
【００８７】以上説明したように、本実施形態では、挿
入部可撓管１０の構成部材のうち、調整の容易な外皮３
の重さを長手方向に沿って変化させることにより、挿入
部可撓管１０を先端１２側が基端１１側よりも軽くなる
よう構成している。これにより、挿入部可撓管１０は、
容易に製造することができる。
【００８８】図６は、本発明の内視鏡用可撓管を適用し
た挿入部可撓管の第２実施形態を示す縦断面図、図７
は、図６中のＣ部を拡大して示す半縦断面図である。図
６および図７中、左側が基端１１側（手元側）、右側が
先端１２側である。なお、図６は、模式的に表した図で
あり、各部を簡略化して図示しているほか、長手方向を
短縮して表している。
【００８９】以下、これらの図を参照して、本発明の内
視鏡用可撓管の第２実施形態について説明するが、前述
した実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項は
その説明を省略する。
【００９０】これらの図に示す挿入部可撓管２０は、外
皮３の構成が異なること以外は、前記第１実施形態の挿
入部可撓管１０と同様である。
【００９１】挿入部可撓管２０の外皮３は、内層３１
と、外層３２と、それらの間に位置する中間層３３とを
有する積層体で構成された複層積層構造となっている。
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各層の厚さは、それぞれ、長手方向に沿ってほぼ一定に
なっている。
【００９２】外皮３の内層３１は、前記第１実施形態の
挿入部可撓管１０の内層３１と同様の構成となってい
る。
【００９３】外皮３の外層３２は、全長に渡って、単一
の領域で構成されている。外層３２の構成材料、平均厚
さ等は、前記第１実施形態の挿入部可撓管１０の外層３
２について述べたのと同様にすることができる。
【００９４】外皮３の中間層３３は、基端１１側に位置
する第１の領域３３ａと、先端１２側に位置する第３の
領域３３ｃと、それらの間に位置する第２の領域３３ｂ
との３つの領域を有している。これらの各領域の長さ
は、互いにほぼ同じ（Ｌ／３）になっている。
【００９５】中間層３３の第１の領域３３ａと第２の領
域３３ｂとの間および第２の領域３３ｂと第３の領域３
３ｃとの間には、前記境界部３４と同様の境界部３５が
形成されている。
【００９６】中間層３３の第２の領域３３ｂは、第１の
領域３３ａより比重の小さい材料で構成されており、第
３の領域３３ｃは、第２の領域３３ｂより比重の小さい
材料で構成されている。これにより、外皮３の重さは、
中間層３３の各領域が形成された３つの部位の重さが、
基端１１側の部位（第１の領域３３ａの形成部）から先
端１２側の部位（第３の領域３３ｃの形成部）まで順に
軽くなっている。このような外皮３の重さの長手方向に
沿った変化により、挿入部可撓管１０は、その長手方向
中央より先端１２側の部位の重さがその長手方向中央よ
り基端１１側の部位の重さがより軽くなっている。
【００９７】また、挿入部可撓管２０（全長Ｌ）を長手
方向に沿って５等分して、長さＬ／５の５つの部位に分
け、基端１１側の部位から、それぞれ、第１の部位１
３、第２の部位１４、第３の部位１５、第４の部位１
６、第５の部位１７としたとき、これら各部位は、基端
１１側の第１の部位１３から先端１２側の第５の部位１
７まで、順にその重さが軽くなっている。
【００９８】より詳しく言うと、第１の部位１３が、外
皮３の中間層３３の全部が第１の領域３３ａで構成され
ているのに対し、第２の部位１４は、中間層３３の一部
が第２の領域３３ｂで構成されているため、第１の部位
１３よりも軽い。また、第３の部位１５は、中間層３３
の全部が第２の領域３３ｂで構成されているため、第２
の部位１４よりも軽い。また、第４の部位１６は、中間
層３３の一部が第３の領域３３ｃで構成されているた
め、第３の部位１５より軽い。そして、第５の部位１７
は、中間層３３の全部が第３の領域３３ｃで構成されて
いるため、第４の部位１６より軽い。
【００９９】このような構成により、挿入部可撓管２０
は、長手方向に沿った各部位の重さが、基端１１から先
端１２に向かって、前記第１実施形態の挿入部可撓管１
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０に比べ、さらに多段階に軽くなっている。このため、
操作部４１を把持して内視鏡４を持ち上げたとき、操作
部付近の部位Ａにかかる力（曲げモーメント）がさらに
大幅に軽減される。よって、挿入部可撓管２０の操作部
付近の部位Ａにかかる負担がより小さく、挿入部可撓管
２０の劣化や破損をより効果的に防止することができ
る。
【０１００】また、挿入部可撓管２０は、長手方向に沿
って、長さＬ／４の４つの部位に４等分したときにも、
それらの各部位は、基端１１側の部位から先端１２側の
部位まで、順にその重さが軽くなっている。
【０１０１】また、本発明では、内視鏡用可撓管を、長
手方向に沿って、互いに長さの等しいｎ（ｎは、３～１
０のうちのいずれかの自然数）個の部位にｎ等分したと
きに、それらの各部位の重さが、基端１１側の部位から
先端１２側の部位まで、順に軽くなるよう構成されてい
ればよい。例えば、中間層３３を長手方向に沿って、６
つの領域を有するものとし、それらの各領域の比重が、
先端１２に向かって順に小さくすることとした場合に
は、長手方向に沿って１０等分したときに、それらの各
部位が、基端１１側の部位から先端１２側の部位まで、
順にその重さが軽くなるようにすることができる。これ
により、操作部付近の部位Ａの劣化や破損をさらに効果
的に防止することができる。
【０１０２】中間層３３は、外層３２より柔軟な（弾力
性に優れた）層であるのが好ましい。これにより、中間
層３３が内層３１と外層３２との間のクッション機能を
発揮する。また、中間層３３は、内層３１より柔軟な層
であるのが好ましい。
【０１０３】中間層３３のクッション機能についてより
詳しく説明する。挿入部可撓管２０が湾曲したとき、中
間層３３の弾力性が優れていることにより、変形した中
間層３３の復元力は、強く発揮される。そして、中間層
３３が比較的硬度の高い内層３１と外層３２との間に挟
まれているので、中間層３３の復元力は、内層３１と外
層３２とに効率良く伝わる。このため、中間層３３の復
元力のほぼすべてが挿入部可撓管２０の曲げを復元させ
る力に生かされる。したがって、このような構成とする
ことにより、挿入部可撓管２０が弾力性に優れたものと
なる。
【０１０４】中間層３３の構成材料は、特に限定されな
いが、例えば、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプ
ロピレン、エチレン－酢酸ビニル共重合体等のポリオレ
フィン、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート（Ｐ
ＥＴ）、ポリブチレンテレフタレート等のポリエステ
ル、ポリウレタン、ポリスチレン樹脂、ポリテトラフル
オロエチレン、エチレン－テトラフルオロエチレン共重
合体等のフッ素系樹脂、ポリイミド等の各種可撓性を有
する樹脂や、ポリウレタン系エラストマー、ポリエステ
ル系エラストマー、ポリオレフィン系エラストマー、ポ
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リアミド系エラストマー、ポリスチレン系エラストマ
ー、フッ素系エラストマー、シリコーンゴム、フッ素ゴ
ム、ラテックスゴム等の各種エラストマーのうちの、１
種または２種以上を組み合わせて用いることができる。
【０１０５】この中でも、特に、低硬度の、ポリウレタ
ン系エラストマー、ポリオレフィン系エラストマー、ポ
リエステル系エラストマーは、柔軟性（弾力性）に優れ
るため、好ましい。
【０１０６】本実施形態では、中間層３３が１層の構成
になっているが、中間層３３を２層以上形成した構成と
してもよい。
【０１０７】中間層３３の平均厚さは、特に限定されな
いが、通常は、０．０５～０．８ｍｍであるのが好まし
く、０．０５～０．４ｍｍであるのがより好ましい。
【０１０８】本実施形態では、内層３１および外層３２
は、それぞれ、挿入部可撓管２０の全長に渡って、単一
の領域で構成されている。よって、内層３１および外層
３２の特性は、前記積層体の各部分で差異がなく、前記
積層体の全長に渡って備わっている。このため、例え
ば、内層３１の芯材２との密着性、外層３２の耐薬品性
をそれぞれ前記積層体の全長に渡って優れたものにする
ことができる。このように、挿入部可撓管２０では、耐
久性、耐薬品性等の特性を全長に渡って優れたものとし
つつ、先端１２側と基端１１側とで前述したような重さ
の変化が得られる。
【０１０９】また、本実施形態では、境界部３５が外周
面に露出しないので、外周面を滑らかにすることが容易
である。
【０１１０】以上、本発明の内視鏡用可撓管について説
明したが、本発明は、これに限定されるものではなく、
内視鏡用可撓管を構成する各部は、同様の機能を発揮し
得る任意の構成のものと置換することができる。
【０１１１】例えば、比重の異なる複数の領域を有する
層は、外層３２や中間層３３に限らず、内層３１でもよ
く、また、２以上の層が比重の異なる複数の領域を有す
るものであってもよい。
【０１１２】また、外皮３は、単層で構成されていても
よい。また、外皮３の重さを長手方向に沿って変化させ
るためには、図示のような構成に限らず、例えば、以下
のような構成としても良い。
【０１１３】・外皮３を単層または複層（積層体）で構
成する場合において、その少なくとも１層において、そ
の層の厚さを基端から先端に向かって連続的または段階
的に漸減させる。
【０１１４】・外皮３を積層体で構成する場合におい
て、その層数を長手方向に沿って変更する。例えば、基
端部を３層、中間部を２層、先端部を単層とする。
【０１１５】また、外皮３の重さの長手方向に沿った変
化に代えて、あるいはそれに加えて、芯材２の重さの長
手方向に沿った変化により、内視鏡用可撓管の重さを長
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手方向に沿って変化させてもよい。例えば、以下のよう
な構成により、芯材２の重さの長手方向に沿った変化が
得られる。
【０１１６】・螺旋管２１の螺旋ピッチを先端方向に向
かって連続的または段階的に漸増させる。
【０１１７】・螺旋管２１を形成する帯状材の幅や厚み
を先端方向に向かって連続的または段階的に漸減させ
る。
【０１１８】・網状管２２を比重の大きい金属細線と比
重の小さい非金属細線とを混紡して構成する場合におい
て、非金属細線の混紡率を先端方向に向かって大きくす
る。
【０１１９】・先端方向に向かって、網状管２２の編み
組みの密度を小さくする。あるいは、先端側において、
網状管２２を省略する。
【０１２０】言うまでもなく、以上のような構成は、こ
れら以外の構成をも含めて、複数組み合わせたものとし
てもよい。
【０１２１】また、芯材は、内視鏡用可撓管を補強する
ための十分な機械的強度を有するものであれば、螺旋管
と網状管だけの組合せには限定されるものではない。例
えば、螺旋管に代えてチューブを有するものであっても
よいし、螺旋管と網状管のいずれか一方のみを有するも
のであってもよい。
【０１２２】また、本発明は、挿入部可撓管に限らず、
操作部に接続される接続部可撓管等の他の接続管にも適
用することができる。
【０１２３】
【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、先
端側の部位の重さが基端側の部位に比べて軽いことによ
り、操作部を把持して内視鏡を持ち上げた際に、内視鏡
用可撓管の操作部付近の部位Ａにかかる負担が軽減さ
れ、内視鏡用可撓管の操作部付近の部位Ａの劣化や破損
を効果的に防止することができる。
【０１２４】また、外皮の重さの長手方向に沿った変化
により、内視鏡用可撓管の重さを長手方向に沿って変化
させた場合には、簡単な構造で上記効果を達成すること
ができ、容易かつ安価に製造することができる。
【０１２５】また、外皮を構成する層のうちの少なくと
も１層が長手方向に沿って複数の領域を有し、それらの
各領域の比重が、基端側の領域から先端側の領域まで順
に軽くなるようにした場合には、最小限の構造変更で上
記効果を達成することが可能であり、内視鏡用可撓管に
求められる各種の特性を優れたものとすることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の内視鏡用可撓管を適用した挿入部可撓
管を有する電子内視鏡を示す図である。
【図２】本発明の内視鏡用可撓管を適用した挿入部可撓
管の第１実施形態を示す縦断面図である。
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【図３】図２中のＢ部を拡大して示す半縦断面図であ
る。
【図４】図１に示すファイバー内視鏡を、操作部を把持
して持ち上げた状態を示す図である。
【図５】図２に示す挿入部可撓管を製造する工程を示す
図である。
【図６】本発明の内視鏡用可撓管を適用した挿入部可撓
管の第２実施形態を示す縦断面図である。
【図７】図６中のＣ部を拡大して示す半縦断面図であ
る。
【図８】従来の医療用内視鏡を、操作部を把持して持ち
上げた状態を示す図である。
【図９】図８に示す内視鏡の挿入部の最先端部を拡大し
て示す斜視図である。
【符号の説明】
１０、２０    挿入部可撓管
１１          基端
１２          先端
１３          第１の部位
１４          第２の部位
１５          第３の部位
１６          第４の部位
１７          第５の部位
２            芯材
２１          螺旋管
２２          網状管
２３          細線
２４          中空部
２５          間隔
２６          隙間
３            外皮
３１          内層
３２          外層
３２ａ        第１の領域
３２ｂ        第２の領域
３３          中間層
３３ａ        第１の領域
３３ｂ        第２の領域
３３ｃ        第３の領域
３４、３５    境界部
３６          突出部
４            内視鏡
４１          操作部
４２          操作ノブ
４３          折れ止め部材
４４          接続部可撓管
４６          対物レンズ
４７          ライトガイド先端部
４８          鉗子チャンネル
４９          送気・送水口
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５            挿入部
５１          挿入部可撓管
５１ａ        先端
５１ｂ        基端
５２          湾曲部
５３          最先端部
６            押し出し成形機
６１          内層外皮材料通路
６２          外層外皮材料通路 *
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*６３          バルブ
７１          内層外皮材料
７２ａ        第１の外層外皮材料
７２ｂ        第２の外層外皮材料
５０          内視鏡
６０          芯金
７０          冷却器
Ａ            操作部付近の部位

【図１】

【図２】

【図６】
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【図４】

【図９】
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【図７】
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摘要(译)

要解决的问题：为内窥镜提供柔性管，其尖端侧的重量减轻，以减少操
作部件周围的部件A的负荷，从而防止操作部件周围的部件A的退化和破
损。解决方案：用于内窥镜的插入部件的该柔性管10包括芯材料2和用于
覆盖芯材料2的周边的封套3.封套3由具有内层31和外层32的层压件构
成。外层32具有位于基端11侧的第一区域32a和位于末端12侧的第二区
域32b。边界部分34形成在第一区域32a和第二区域32b之间。第二区域
32b由比重低于第一区域32a的材料制成。因此，从插入部分的柔性管10
的纵向中心到尖端12侧的部分的重量比从纵向中心到基端11侧的部分的
重量轻。
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